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「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 

～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて～」 

（文部科学省 平成 27年 1月 27日付け策定）の概要 

 

１章 はじめに 

（１）背景 

小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいが、少子化の傾向から過度

の小規模化や教育条件への影響が懸念される。さらに、地域コミュニティの衰退や世帯あたり

の子どもの減少等に伴う社会性育成機能の弱まりにより、小規模の課題が一層顕在化している。 

 

（２）基本的な考え方 

義務教育段階の学校の目的は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社

会の形成者としての基本的資質を養うこと。このため、単に知識や技能の習得だけではなく、

児童生徒が多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表

現力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要である。 

学校規模の適正化の検討は、飽くまでも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え、学

校教育の目的や目標を実現するために行うべきである。 

また、学校は地域のコミュニティの核でもあり、まちづくりのあり方と密接不可分であるた

め、具体的な検討にあたっては、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある

学校づくり」の視点を踏まえた丁寧な議論が望まれる。 

 

（３）地理的要因や地域事情 

離島等の地理的要因や過疎地等の地域事情による小規模校の存続も尊重されるべきであり、

その場合、メリットの最大化やデメリットの最小化の工夫も必要である。 

 

（４）本手引の位置づけ 

本手引を機械的に適用せず、市町村の実情に応じ、主体的な検討の参考資料として利用され

たい。 

 

２章 適正規模・適正配置について 

（１）学校規模の適正化 

○ 適正化の検討は、小規模校というだけではなく、将来も踏まえた小規模の程度や 1学級あ

たりの児童生徒数、学校全体の児童生徒数など、総合的に行うことが必要である。 

○ 学級数が少ないことに係るデメリット等から、小学校では複式学級の解消が必要であると

ともに、１学年２学級以上（12学級以上）あることが望ましい。中学校では、１学年２学級

以上（６学級以上）が必要であるとともに、９学級以上確保することが望ましい。 

○ 多様な教育方法・教育活動等の充実においては、学級数だけではなく、学級における児童

生徒数や学校全体の児童生徒数も考慮する必要がある。 

 

資料３ 
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○ 学校規模に係る対応のめやす 

（参考として示す。地域の実情に応じて行うべきものである。） 

 学校規模 対応のめやす 

小
学
校 

１～５学級（複式学級が

存在する規模） 

教育上の課題が極めて大きいため、学校統合等により適正規

模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。 

６学級（クラス替えがで

きない規模） 

教育上の課題があり、学校全体及び各学年の児童数も勘案

し、児童数が少ない場合は特に課題が大きいため、学校統合

等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討す

る必要がある。 

７～８学級（全学年では

クラス替えができない規

模） 

学校全体及び各学年の児童数も勘案し、教育上の課題を整理

した上で、学校統合の適否も含め、今後の教育環境のあり方

を検討することが必要である。 

９～11 学級（半分以上の

学年でクラス替えができ

る規模） 

学校全体及び各学年の児童数も勘案し、教育上の課題を整理

した上で、児童数予測等を加味して、今後の教育環境のあり

方を検討することが必要である。 

中
学
校 

１～２学級（複式学級が

存在する規模） 

教育上の課題が極めて大きいため、学校統合等により適正規

模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。 

３学級（クラス替えがで

きない規模） 

教育上の課題があり、学校全体及び各学年の生徒数も勘案

し、生徒数が少ない場合は特に課題が大きいため、学校統合

等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討す

る必要がある。 

４～５学級（全学年では

クラス替えができる学年

が少ない規模） 

学校全体及び各学年の生徒数も勘案し、教育上の課題を整理

した上で、学校統合の適否も含め、今後の教育環境のあり方

を検討することが必要である。 

６～８学級（全クラスでクラ

ス替えができ、同学年に複数

教員を配置できる規模） 

学校全体及び各学年の生徒数も勘案し、教育上の課題を

整理した上で、生徒数予測等を加味して、今後の教育環

境のあり方を検討することが必要である。 

９～11 学級（全学年でクラス

替えができ、同学年での複数

教員配置や免許外指導の解消

が可能な規模） 

教育上の課題が生じているかどうかを確認した上で、生

徒数予測等を加味して、今後の教育環境のあり方を検討

することが必要である。 

○ 現時点で標準的な規模であっても、少なくとも今後 10 年以上の児童生徒数の動向等を踏

まえ、時間的な余裕を持って学校統合の適否に係る検討を始めることが有用である。 

 

（２）学校の適正配置（通学条件） 

   ○ 徒歩や自転車による通学距離としては、小学校 4km以内、中学校 6km以内という基準はお

およその目安として妥当であると考える。市町村は児童生徒の実態や地域の実情を踏まえた

適切な通学距離の基準を設定することが望まれる。 
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   ○ 多様な交通機関の活用事例が増加していることなどから、適切な交通手段が確保でき、か

つ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定程度解消できる見通しが立つことを前提

として、通学時間について「おおむね１時間以内」を目安に、市町村の実情等に応じて判断

を行うことが適当である。 

 

３章 学校統合に関して留意すべき点 

（１）学校統合の適否に関する合意形成 

○ 保護者等の声を重視しつつ、地域住民や地域の学校支援組織と教育上の課題やまちづくり

も含めた将来ビジョンを共有し、十分な理解や協力を得ながら進めることが大切である。 

○ 共通理解と協力においては、具体的なデータや資料（アンケート結果等）、学校訪問など

の可視化や、統合の具体的な効果を研究するなど効果の見通しを共有化する工夫が必要であ

る。 

○ 保護者や地域住民と危機意識や課題認識、将来ビジョン等の共有化にはプロセスが重要で

あり、適切な検討体制の整備は極めて重要である。 

○ 地域コミュニティの核、まちづくり戦略の一環、魅力ある学校づくりのための予算確保、

施設整備等の必要性に鑑み、首長部局との密接な連携の下で進めることが重要である。 

 

（２）魅力ある学校づくり 

○ 地域との協働関係を生かした学校づくり（学校運営協議会、学校支援地域本部、大学等と

のネットワークの構築等）や魅力あるカリキュラムの導入（小中一貫教育、保幼小等の連携、

中高連携、ICTの活用等）、施設整備面での充実（コミュニティスペース、他の公共施設との

複合化、長寿命化の取組等）などにより魅力ある学校づくりの工夫が必要である。 

 

（３）統合により生じる課題への対応 

○ スクールバス等の導入による体力の低下などへの配慮や通学路の安全確保、児童生徒の環

境変化への対応、地域との関係希薄化を防ぐ工夫、地域の拠点機能の継承、統合に伴う諸事

務の計画的な実施、統合の成果・課題の可視化など様々な課題に正面から向き合い、解消や

緩和に向けた取組みについて、あらかじめ一定の見通しを持って計画を作っておくことが重

要である。 

 

（４）地域の大学等との連携 

○ 組織間での連携協定などにより、大学等の持つ知や学生集団の力を最大限活用することな

ども考えられる。 

 

４章 小規模校を存続させる場合の教育の充実 

（１）学校統合を選択しない場合 

○ 離島等の地理的要因や過疎地等の地域事情、通学路の安全確保が困難、大幅な人口変動の

繰返し等により、統合を選択しない場合には小規模校のデメリットの最小化・メリットの最

大化方策を計画的に講じる必要がある。 
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（２）小規模校のメリット最大化策 

○ 少人数を生かした指導の充実、特色あるカリキュラム編成等の方策 

 

（３）小規模校のデメリット緩和策 

○ 社会性の涵養・多様な考えに触れる機会の確保、切磋琢磨する態度・向上心を高める方策、

教職員体制の整備等、リソースの有効活用 

 

５章 休校した学校の再開 

児童生徒の減少に伴い学校機能を停止するにあたっては、廃校する場合、統合する場合のほ

か、休校とする場合が考えられ、一旦休校とした学校を再開させるための工夫を示す。 

（１）再開に向けた取組の工夫 

○ 学校選択性の部分的導入、区域外就学の促進、施設の維持管理及び活用方策等 

 

（２）再開後の小規模校の活性化 

○ 小規模校のメリット最大化・デメリットの最小化、特別な教育課程の編成、国における支

援メニューの活用等 

 

６章 都道府県の指導・助言・援助の在り方 

（１）基本的な考え方 

○ 学校の置かれた状況は極めて多様であり、また市町村の規模により単独で十分な検討を行

う体制を整備することが困難な場合もあり、広域の教育行政を行う都道府県においては、適

正な指導・助言・援助を行うことが期待される。 

 

（２）適正規模・適正配置に関する支援 

○ 基準やガイドライン・手引等の策定、情報提供機能の強化、カリキュラム開発への支援、

財政面・人事面での支援 

 

（３）統合困難な小規模校への支援の充実 

○ 教職員配置の充実、教職員研修の充実、モデル事業の実施 

 

おわりに 

少子化等の更なる進展による学校の小規模化に伴い、児童生徒が集団の中で切磋琢磨しながら

学んだり、社会性を高めたりするのが難しくなること等の課題の顕在化が懸念されており、教育

的な視点で課題解消を図ることが喫緊の課題となっている。 

市町村は、学校の小規模化に伴う課題に向き合い、保護者や地位住民とともに課題を分析、共

有化を行った上で、それぞれの地域で子ども達を健やかに育んでいくための「最善の選択」につ

なげていただきたい。 


